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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
狩
猟
免
許
試
験
並
び
に
狩
猟
免
許
更
新
に
係
る
適
性
検
査
及
び
講
習

の
実
施
（
四
一
〇
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
四
一

一
〜
四
一
四
・
下
水
道
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
四
一
五
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
四
一
六
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
四
一
七
・
河
川
砂
防
課
）
…
４

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
四
一
八
・
平
鹿
地
域
振
興
局
建

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
山
本
地
域
振

興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
由
利
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
５

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
四
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
四
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

八
十
八
号
）
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
狩
猟
免
許
試
験
並

び
に
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
平
成
十
八

年
度
の
適
性
検
査
及
び
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護

及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第

二
十
八
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
同
令
第
五
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
狩
猟
免
許
試
験

（一）

日
時
及
び
場
所

（二）

試
験
科
目

（１）

知
識
試
験

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
並
び
に

鳥
獣
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
行
う
。

（２）

適
性
試
験

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力
に
つ
い
て
行
う
。

（３）

技
能
試
験

狩
猟
免
許
の
種
別
に
応
じ
、
猟
具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
判
別
等
の

課
題
に
つ
い
て
行
う
。

二
　
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
及
び
講
習

（一）

日
時
及
び
場
所

告
　
　
　
　
　
　
示

日
　
　
　
　
時

平
成
十
八
年
七
月
六
日
　
午

後
一
時

平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日

午
後
一
時

平
成
十
八
年
十
月
三
日
　
午

後
一
時

場
　
　
　
　
　
　
所

北
秋
田
市
上
杉
字
中
山
沢
百
二
十
八

番
地

県
立
北
欧
の
杜
公
園

秋
田
市
河
辺
戸
島
字
上
祭
沢
三
十
八

番
地
四

秋
田
県
森
林
学
習
交
流
館

大
仙
市
大
曲
日
ノ
出
町
二
丁
目
七
番

五
十
三
号

大
曲
仙
北
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

日
　
　
　
　
時

平
成
十
八
年
六
月
一
日
　
午

前
九
時

場
　
　
　
　
　
　
所

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
十
三
番
六
十
二

号仙
北
地
域
振
興
局

横
手
市
田
中
町
一
番
地
二
十
六

平
成
十
八
年
六
月
二
日
　
午

後
一
時

平
成
十
八
年
六
月
六
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
六
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
七
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
九
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
九
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
一
日

午
後
一
時

平
成
十
八
年
六
月
十
二
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
三
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

午
前
九
時

横
手
市
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
か
ま
く
ら

館山
本
郡
三
種
町
豊
岡
金
田
字
森
沢
一

番
地
二

三
種
町
山
本
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー男
鹿
市
船
川
港
船
川
海
岸
通
り
二
号

十
四
番
地
二

男
鹿
市
文
化
会
館

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
百

九
十
三
番

紫
水
館

能
代
市
二
ツ
井
町
字
上
台
一
番
地
一

二
ツ
井
伝
承
ホ
ー
ル

横
手
市
増
田
町
増
田
字
新
町
二
百
八

十
五
番
地

横
手
市
増
田
町
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
漆
原
八
十
九

番
地
二

西
木
公
民
館

湯
沢
市
横
堀
字
下
柴
田
三
十
九
番
地

湯
沢
市
雄
勝
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向

川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
開
発
セ
ン
タ
ー

南
秋
田
郡
大
潟
村
中
央
一
番
地
五

大
潟
村
農
業
協
同
組
合

に
か
ほ
市
平
沢
字
馬
飼
森
三
十
番
地

む
ら
す
ぎ
荘
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平
成
十
八
年
六
月
十
四
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
六
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
六
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
十
六
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分

平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
二
十
三
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
二
十
五
日

午
前
九
時

大
仙
市
刈
羽
野
字
愛
宕
下
二
十
四
番

地
一

大
仙
市
西
仙
北
中
央
公
民
館

北
秋
田
市
李
岱
字
下
豊
田
二
十
五
番

地北
秋
田
市
合
川
公
民
館

能
代
市
字
海
詠
坂
三
番
地
二

能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

横
手
市
雄
物
川
町
沼
館
字
高
畑
三
百

三
十
八
番
地

横
手
市
雄
物
川
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
田
中
字
野
田
沢

二
十
番
地
一

八
峰
町
峰
浜
地
区
文
化
交
流
セ
ン
タ

ー
「
峰
栄
館
」

雄
勝
郡
羽
後
町
西
馬
音
内
字
中
野
百

七
十
七
番
地

羽
後
町
活
性
化
セ
ン
タ
ー

由
利
本
荘
市
上
大
野
十
六
番
地

本
荘
由
利
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

南
秋
田
郡
五
城
目
町
上
樋
口
字
堂
社

七
十
五
番
地

五
城
目
町
民
セ
ン
タ
ー

大
館
市
比
内
町
扇
田
字
庚
申
岱
八
番

地大
館
市
立
比
内
公
民
館

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
字
覚
町
後
百
四

十
番
地

横
手
市
平
鹿
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
二
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
四
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
六
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
八
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
九
日
　
午

前
九
時
三
十
分

平
成
十
八
年
七
月
九
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
十
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
十
四
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
十
九
日

湯
沢
市
川
連
町
字
上
平
城
百
二
十
番

地湯
沢
市
立
稲
川
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

潟
上
市
天
王
上
江
川
四
十
七
番
地
百

天
王
公
民
館

大
館
市
桜
町
南
四
十
五
番
地
一

大
館
市
立
中
央
公
民
館

雄
勝
郡
東
成
瀬
村
田
子
内
字
仙
人
下

三
十
番
地
一

東
成
瀬
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

秋
田
市
土
崎
港
西
四
丁
目
二
番
地
十

土
崎
公
民
館

能
代
市
字
海
詠
坂
三
番
地
二

能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

由
利
本
荘
市
上
大
野
十
六
番
地

本
荘
由
利
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

湯
沢
市
沖
鶴
六
十
九
番
地
五

湯
沢
雄
勝
広
域
市
町
村
圏
組
合
広
域

交
流
セ
ン
タ
ー

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎

大
仙
市
南
外
字
下
袋
二
百
十
八
番
地

大
仙
市
南
外
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー秋
田
市
河
辺
戸
島
字
上
祭
沢
三
十
八

番
地
四

秋
田
県
森
林
学
習
交
流
館

大
館
市
早
口
字
上
野
四
十
三
番
地
一

午
前
九
時
　

平
成
十
八
年
七
月
二
十
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

午
後
一
時

平
成
十
八
年
七
月
二
十
二
日

午
後
一
時

平
成
十
八
年
七
月
二
十
三
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
二
十
六
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
七
月
二
十
八
日

午
後
一
時

平
成
十
八
年
八
月
二
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
八
月
三
日
　
午

後
一
時

平
成
十
八
年
八
月
六
日
　
午

前
九
時

平
成
十
八
年
八
月
二
十
日

午
前
九
時

大
館
市
田
代
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

鹿
角
市
花
輪
字
荒
田
一
番
地
一

鹿
角
地
域
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

仙
北
市
角
館
町
字
中
菅
沢
七
十
七
番

地
三
十

角
館
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

秋
田
市
上
北
手
荒
巻
字
堺
切
二
十
四

番
地
二

遊
学
舎

北
秋
田
市
脇
神
字
下
太
田
面
二
十
二

番
地
一

北
秋
田
市
沢
口
林
業
セ
ン
タ
ー

潟
上
市
昭
和
大
久
保
堤
の
上
一
番
地

三昭
和
公
民
館

仙
北
郡
美
郷
町
六
郷
東
根
字
上
中
村

三
十
七
番
地
一

六
郷
交
流
セ
ン
タ
ー

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
大
道
上
三
番

地
一

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル
「
四
季
美

館
」

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
宮
ノ
後
二

十
七
番
地

仙
北
市
田
沢
湖
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

大
館
市
桜
町
南
四
十
五
番
地
一

大
館
市
立
中
央
公
民
館

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
下
新
町
四
十

一
番
地
二
十

阿
仁
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
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（二）

適
性
検
査
及
び
講
習
の
内
容

（１）

適
性
検
査

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力
に
つ
い
て
行
う
。

（２）

講
習

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
の
判
別

並
び
に
猟
具
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
三
時
間
以
上
の
講
習
を
行
う
。

三
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
必
要
な
書
類

（一）

狩
猟
免
許
試
験
の
受
験

（１）

狩
猟
免
許
申
請
書

（２）

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背

景
の
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
一

枚
（３）

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第

四
条
一
項
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四

十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

医
師
の
診
断
書

（二）

狩
猟
免
許
の
更
新

狩
猟
免
許
の
更
新
申
請
書

四
　
申
請
用
紙
の
交
付

狩
猟
免
許
申
請
書
及
び
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
の
用
紙
は
、
平
成
十
八

年
五
月
一
日
か
ら
狩
猟
免
許
試
験
日
並
び
に
狩
猟
免
許
更
新
に
係
る
講
習

及
び
適
性
検
査
日
（
以
下
「
狩
猟
免
許
更
新
日
」
と
い
う
。
）
の
二
日
前

ま
で
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
各
地
域
振
興
局
森
づ
く
り
推
進
課

に
お
い
て
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
り
申
請
書
の
用
紙
を
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

に
「
狩
猟
免
許
申
請
書
請
求
」
又
は
「
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
請
求
」
と

朱
書
し
、
八
十
円
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
す

る
こ
と
。

五
　
申
請
書
類
の
提
出
期
間
及
び
提
出
場
所

（一）

申
請
書
類
は
、
平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
狩
猟
免
許
試
験
日
又
は

狩
猟
免
許
更
新
日
の
二
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局

長
に
提
出
す
る
こ
と
。

（二）

申
請
書
類
を
直
接
持
参
す
る
場
合
の
受
付
時
間
は
、
（一）
の
期
間
（
秋

田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

（三）

申
請
書
類
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
狩
猟
免
許
試
験
」

又
は
「
狩
猟
免
許
更
新
」
と
朱
書
し
、
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
は
、
狩
猟
免
許
試
験
日
又
は
狩
猟
免
許
更
新
日
の
七
日
前
ま

で
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

六
　
狩
猟
免
許
試
験
日
及
び
狩
猟
免
許
更
新
日
に
お
け
る
受
付

開
始
時
刻
の
三
十
分
前
か
ら
受
け
付
け
る
。

な
お
、
当
日
は
、
狩
猟
免
許
試
験
に
あ
っ
て
は
、
所
管
地
域
振
興
局
長

か
ら
交
付
さ
れ
た
受
験
票
を
、
狩
猟
免
許
更
新
に
あ
っ
て
は
、
本
人
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
秋
田
県
猟
友
会
員
手
帳
等
）
を
持
参
す
る
こ
と
。

七
　
狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
更
新
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
又
は
各
地
域
振
興
局
森
づ
く
り
推
進
課

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

昭
和
五
十
一
年
建
設
省
告
示
第
百
九
十
四
号
秋
田
都
市
計
画
、
男
鹿
都

市
計
画
、
五
城
目
都
市
計
画
、
八
郎
潟
都
市
計
画
及
び
河
辺
都
市
計
画
下

水
道
事
業
秋
田
湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
（
臨
海
処
理
区
）

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
下
水
道
課

（二）

秋
田
市
向
浜
二
丁
目
三
番
一
号
　
中
央
流
域
下
水
道
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

（一）

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

（二）

使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

昭
和
五
十
七
年
建
設
省
告
示
第
七
十
九
号
大
曲
都
市
計
画
及
び
角
館
都

市
計
画
下
水
道
事
業
秋
田
湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
（
大
曲
処
理
区
）

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
下
水
道
課

（二）

大
仙
市
花
館
字
上
大
戸
下
川
原
七
十
四
番
三
十
六
号
　
南
部
流
域
下

水
道
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

（一）

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

（二）

使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
六
百
六
十
一
号
横
手
都
市
計
画
、
平
鹿

都
市
計
画
、
十
文
字
都
市
計
画
及
び
増
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
秋
田

湾
・
雄
物
川
流
域
下
水
道
（
横
手
処
理
区
）

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
下
水
道
課

（二）

大
仙
市
花
館
字
上
大
戸
下
川
原
七
十
四
番
三
十
六
号
　
南
部
流
域
下

水
道
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
八
月
三
十
日

午
前
九
時

平
成
十
八
年
九
月
二
日
　
午

後
一
時

平
成
十
八
年
九
月
十
日
　
午

後
一
時

鹿
角
市
花
輪
字
荒
田
一
番
地
一

鹿
角
地
域
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

北
秋
田
市
上
杉
字
中
山
沢
百
二
十
八

番
地

県
立
北
欧
の
杜
公
園

大
仙
市
大
曲
日
ノ
出
町
二
丁
目
七
番

五
十
三
号

大
曲
仙
北
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

秋
田
市
上
北
手
荒
巻
字
堺
切
二
十
四

番
地
二

遊
学
舎
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
二
日
ま
で

（一）

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

（二）

使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
七
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
河
川
の
名
称
　
一
級
河
川
　
岩
見
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
十
七
年
六
月
二
十
四
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積

関
係
図
面
は
、
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
建
設

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

四
　
そ
の
他

河
川
法
施
行
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
河
川
法
（
明
治
二
十

九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四
十
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の

廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
三

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
百
七
十
七
号
大
館
都
市
計
画
及
び
比
内

都
市
計
画
下
水
道
事
業
米
代
川
流
域
下
水
道
（
大
館
処
理
区
）

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
下
水
道
課

（二）

大
館
市
川
口
字
中
川
口
一
番
地
　
北
部
流
域
下
水
道
事
務
所

月
以
内
に
知
事
に
下
付
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
七
年
八
月
三
十
日
付
け
指
令
平
建
―
五
百
三
十
六
―
三
で

許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
番
二
十
五
号

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
反
　
田
　
悦
　
生

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

横
手
市
十
文
字
町
佐
賀
会
字
上
沖
田
二
百
七
十
一
番
二
、
二
百
七
十
六

番
一
、
二
百
八
十
五
番
四
、
二
百
九
十
一
番
一
、
二
百
九
十
六
番
一
、
三

百
一
番
一
、
二
百
七
十
二
番
一
、
二
百
七
十
七
番
、
二
百
七
十
九
番
一
、

二
百
八
十
四
番
一
、
二
百
八
十
五
番
一
、
二
百
八
十
六
番
、
二
百
九
十
二

番
、
二
百
九
十
七
番
、
三
百
二
番
、
二
百
九
十
六
番
二
、
三
百
一
番
三
、

三
百
十
九
番
一
、
三
百
十
九
番
二
、
三
百
十
九
番
三
、
三
百
十
九
番
四
、

三
百
十
九
番
五
、
三
百
十
九
番
六
、
三
百
十
九
番
十
二
、
三
百
二
十
番
、

二
百
八
十
七
番
一
、
三
百
四
番
及
び
三
百
六
十
八
番

四
　
事
業
地
の
所
在

（一）

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

（二）

使
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
四
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

広
久
内
角
館
停
車
場
線

広
久
内
角
館
停
車
場
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
・
〇
〇
〜
二
六
・
〇
〇

一
六
・
四
〇
〜
二
九
・
四
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
五
八

〇
・
一
〇
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
市
田
沢
湖
神
代
字
上
大
久
保
七
一
番
三
地
先
か
ら
角
館
町
広
久
内
上
中
川
原
六
番

一
地
先
ま
で

仙
北
市
角
館
町
広
久
内
上
中
川
原
三
地
先
か
ら
六
番
一
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

田
沢
湖
畔
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

仙
北
市
田
沢
湖
潟
字
前
田
五
七
番
地

先
か
ら
字
ヨ
テ
コ
沢
六
〇
番
七
ま
で

位
　
　
　
　
　
　
置

秋
田
市
河
辺
大
沢
地
内

面
　
　
　
積

二
、
八
五
〇
・
九

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

種
　
類

土

地
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
三
種
町
浜
口
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
土
地
改

良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十

三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
市
下
新
城
長
岡
字
長
岡
七
十
八
番
地
安
田
友
一
ほ
か
十
五
人
か
ら
申

請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八

十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
下
新
城
西
部

地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま

で
三
　
縦
覧
場
所
　
秋
田
市
下
新
城
地
域
セ
ン
タ
ー

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利
郡
由
利
町
鮎
川
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役

員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
東
鮎
川
字
石
垣
四
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
一

〃
　
　
　
　
町
村
字
上
ノ
畑
五
十
七
番
地
一
　
　
　
　
　
鈴
木
　
明
男

〃
　
　
　
　
東
鮎
川
字
立
井
地
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
木
内
　
　
繁

〃
　
　
　
　
〃
　
　
字
蒲
田
前
七
十
三
番
地
一
　
　
　
　
木
内
　
秀
雄

〃
　
　
　
　
町
村
字
中
畑
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
　
　
繁

〃
　
　
　
　
黒
沢
字
黒
沢
下
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
畠
山
登
喜
夫

〃
　
　
　
　
〃
　
字
黒
沢
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畠
山
　
和
雄

〃
　
　
　
　
南
福
田
字
東
鳴
瀬
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
鈴
木
　
照
久

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
黒
沢
字
黒
沢
下
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
畠
山
登
喜
夫

〃
　
　
　
　
〃
　
字
山
田
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
昭
彦

由
利
本
荘
市
東
鮎
川
字
蒲
田
前
七
十
三
番
地
一
　
　
　
　
木
内
　
秀
雄

〃
　
　
　
　
〃
　
　
字
下
山
崎
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
和
彦

〃
　
　
　
　
〃
　
　
字
立
井
地
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
木
内
　
　
繁

〃
　
　
　
　
堰
口
字
山
ノ
下
四
十
三
番
地
三
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
稔

〃
　
　
　
　
南
福
田
字
東
鳴
瀬
七
十
四
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
博

〃
　
　
　
　
町
村
字
上
ノ
畑
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
木
内
　
鉄
男

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
町
村
字
上
ノ
畑
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
木
内
　
鉄
男

〃
　
　
　
　
東
鮎
川
字
下
山
崎
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
和
彦

〃
　
　
　
　
南
福
田
字
東
鳴
瀬
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
鉄
男

〃
　
　
　
　
黒
沢
字
山
田
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
昭
彦

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
本
荘
市
東
鮎
川
字
谷
地
二
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
均

〃
　
　
　
　
黒
沢
字
黒
沢
二
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
正
木
　
照
雄

〃
　
　
　
　
町
村
字
上
ノ
畑
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
喜
久
雄

〃
　
　
　
　
南
福
田
字
東
鳴
瀬
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
佐
藤
　
和
雄

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
由
利
郡
鳥
海
町
笹
子
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定

款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
鹿
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ

い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
選
管
告
示
第
四
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
一
九
、
一
七
六

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
六
、
四
六
六

秋
選
管
告
示
第
四
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
五
、
〇
〇
〇

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
五
九
七

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
八
六
五

大
館
市
　
　
　
　
一
七
、
九
四
二

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
八
七

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
二
四
〇

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
二
九
〇

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
六
一
九

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
三
九
三

北
秋
田
郡
　
　
　
一
七
、
七
三
五

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
一
三
〇

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
七
七
八

河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
一
七
六

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
六
二
三

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
四
五
八

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
二
二
八

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
三
四
三

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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